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弁理士の時代
ら
な
い
。
た
だ
し
、
弁
理
士
は
、
裁
判

所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
単
独
で

出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
「
特
定
侵
害
訴
訟
」
と
は
、

特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
、
商
標
も
し

く
は
回
路
配
置
に
関
す
る
権
利
の
侵
害

ま
た
は
「
特
定
不
正
競
争
」
に
よ
る
営

業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
を
い

う
。
ま
た
、
こ
の
「
特
定
不
正
競
争
」

と
は
、
不
正
競
争
防
止
法
に
規
定
す
る

不
正
競
争
で
あ
っ
て
、「
商
品
・
営
業
主

体
混
同
惹
起
行
為
」、「
著
名
表
示
冒
用

行
為
」、「
商
品
形
態
模
倣
行
為
」、
技
術

上
の
秘
密
に
か
か
る
「
営
業
秘
密
侵
害

（
不
正
取
得
・
使
用
・
開
示
）
行
為
」
お

よ
び
「
ド
メ
イ
ン
名
不
正
取
得
行
為
」

を
い
う
。

「
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
」

は
、「
特
定
侵
害
訴
訟
」
に
関
す
る
訴
訟

代
理
人
と
な
る
の
に
必
要
な
学
識
お
よ

び
実
務
能
力
に
関
す
る
研
修
で
あ
っ
て

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
修
了

し
た
弁
理
士
だ
け
が
受
験
で
き
る
。
こ

の
試
験
は
、
当
該
学
識
お
よ
び
実
務
能

力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た

め
、
論
文
式
に
よ
る
筆
記
の
方
法
に
よ

り
行
う
。
こ
こ
で
、
試
験
の
前
に
実
施

す
る
研
修
を
「
能
力
担
保
研
修
」
と
い

う
。

三.

能
力
担
保
研
修
の
状
況

今
年
、
日
本
弁
理
士
会
で
は
、
第
一

回
の
「
能
力
担
保
研
修
」
の
受
講
希
望

者
が
一
四
三
二
人
に
達
し
た
。
こ
の
中

か
ら
、
補
佐
人
経
験
等
を
加
味
し
て
抽

選
し
、
研
修
生
が
八
五
〇
人
に
絞
ら
れ

た
。
た
い
へ
ん
な
活
況
を
呈
し
て
い
る
。

「
能
力
担
保
研
修
」
は
、
弁
護
士
九
〇
人

お
よ
び
裁
判
所
関
係
者
四
人
が
講
師
と

な
り
実
施
さ
れ
た
。
研
修
の
具
体
的
な

内
容
と
し
て
は
、
全
体
で
四
五
時
間
の

講
義
お
よ
び
演
習
と
、
そ
れ
ら
と
は
別

に
四
本
の
自
宅
起
案
が
課
さ
れ
、
こ
れ

ら
す
べ
て
に
出
席
し
、
す
べ
て
の
起
案

を
提
出
し
な
け
れ
ば
研
修
を
修
了
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
厳
し
い
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
能
力
担

保
研
修
」
を
修
了
し
た
後
に
、
試
験

（
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
）
が
実

施
さ
れ
、
来
年
に
は
第
一
期
の
付
記
弁

理
士
（
特
許
等
の
侵
害
訴
訟
の
代
理
権

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
を
有

す
る
弁
理
士
）
が
誕
生
す
る
。
今
後
に

期
待
し
た
い
。

一.

知
的
財
産
権
侵
害
事
件
の
動
向

東
京
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
知
的
財

産
権
侵
害
事
件
は
、
二
〇
〇
二
年
に
お

い
て
、
新
受
（
新
た
に
受
理
し
た
）
事

件
三
三
八
件
、
既
済
（
こ
の
年
に
処
理

し
た
）
事
件
三
四
一
件
、
未
済
（
未
処

理
で
残
っ
て
い
る
）
事
件
三
六
三
件
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
五
年
前
と
対

比
す
る
と
、
ま
ず
、
件
数
で
は
、
未
済

事
件
が
約
六
二
五
件
か
ら
約
三
六
〇
件

に
減
少
、
処
理
件
数
が
約
二
〇
〇
件
か

ら
約
三
四
〇
件
に
増
加
と
な
っ
て
お
り
、

処
理
期
間
で
は
、
三
年
超
の
長
期
未
済

事
件
が
約
一
三
〇
件
か
ら
約
一
五
件
に

減
少
、
二
年
超
の
長
期
未
済
事
件
が
約

三
五
〇
件
か
ら
約
三
〇
件
に
減
少
、
そ

し
て
、
未
済
平
均
は
約
一
一
・
三
ケ
月

と
大
幅
短
縮
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
知
的
財
産
権
侵
害
事
件
の
増
加
傾

向
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
件
処
理
は
大
幅

に
迅
速
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
事
件

が
複
雑
化
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

充
実
し
た
審
理
が
実
現
し
て
い
る
。

二.

弁
理
士
の
代
理
権
拡
大

日
本
で
は
、
知
財
立
国
が
国
家
戦
略

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
最

近
、
弁
理
士
の
知
的
財
産
権
に
関
す
る

代
理
権
が
拡
大
し
た
。
知
的
財
産
権
の

侵
害
に
か
か
る
訴
訟
代
理
権
は
、
こ
れ

ま
で
、
弁
護
士
が
独
占
し
て
き
た
。
弁

理
士
は
代
理
人
に
は
な
れ
ず
、
補
佐
人

に
な
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

二
〇
〇
二
年
四
月
、
弁
理
士
に
「
特
定

侵
害
訴
訟
」
に
お
け
る
訴
訟
代
理
権
を

認
め
る
弁
理
士
法
の
一
部
改
正
法
案
が

可
決
成
立
し
た
。
改
正
弁
理
士
法
に
よ

れ
ば
、
弁
理
士
は
、「
特
定
侵
害
訴
訟
代

理
業
務
試
験
」
に
合
格
し
、
か
つ
、
そ

の
旨
の
付
記
を
受
け
た
と
き
は
、「
特
定

侵
害
訴
訟
」
に
関
し
て
、
弁
護
士
が
同

一
の
依
頼
者
か
ら
受
任
し
て
い
る
事
件

に
限
り
、
そ
の
訴
訟
代
理
人
と
な
る
こ

と
が
で
き
る
。
訴
訟
代
理
人
と
な
っ
た

弁
理
士
が
期
日
に
出
頭
す
る
と
き
は
、

弁
護
士
と
と
も
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
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